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地域医療構想調整会議  設置要綱の改正について  
 

 

 

（１）改正の趣旨等   

  医療法改正により、「外来医療提供に係る医療提供体制に関する協議の場」  

の設置が必要となり、地域医療構想調整会議で当該協議を行うことが可能とさ  

 れているため、設置要綱の改正（協議事項の追加）を行いたいもの。  

                    

                       

 

 

 

（２）改正後の設置要綱について  ：  下表のとおり  
和歌山県地域医療構想（田辺保健医療圏構想区域）調整会議  設置要綱  新旧対照表  

旧（現行） 新（改正後）

第１条　略 第１条　略

（協議事項） （協議事項）

第２条　調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 第２条　調整会議は、次に掲げる事項について協議する。

　（１）地域の医療機関が担うべき病床機能に関すること 　（１）地域の医療機関が担うべき病床機能に関すること

　（２）病床機能報告制度に基づく情報の共有等に関すること 　（２）病床機能報告制度に基づく情報の共有等に関すること

  （３）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
　（平成元年法律第６４号）第４条の規定に基づく県計画に盛り込む事業
　に関すること

  （３）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
　（平成元年法律第６４号）第４条の規定に基づく県計画に盛り込む事業
　に関すること

  （４）その他、和歌山県地域医療構想の達成を推進するために必要な   （４）その他、和歌山県地域医療構想の達成を推進するために必要な

　協議事項 　協議事項

   （５）外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

第３条～第８条　略　 第３条～第８条　略　

 附　則  附　則

 この要綱は、令和元年８月２９日から施行する。  この要綱は、令和２年２月１３日から施行する。

 

附 則  

この要綱は、平成 30 年 3 月 1 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和２年３月１２日から施行する。 


